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令和７年 第１３回京丹後市教育委員会会議録（詳細）     <１０月１日（水）> 

 

〔招 集 者〕 京丹後市教育委員会教育長 松本明彦 

〔被招集者〕 野木三司  関 美幸  田村浩章  野木依子 

〔説 明 者〕 教育次長 川村義輝  教育理事 起須周平 

 教育理事兼総括指導主事 久保有紀  教育総務課長 西村 隆 

 理事兼学校教育課長 上羽正行  生涯学習課長 松本 優 

 スポーツ推進室長 下戸裕子  文化財保存活用課長 村田雅之 

〔書 記〕 教育総務課主事 松見純花 

 

<松本明彦教育長> 

ただいまから「令和７年 第１３回京丹後市教育委員会定例会」を開催いたします。 

皆さん、おはようございます。 

大変気温の高い状態が９月中旬まで続いていましたが、彼岸を過ぎたあたりからようやく

朝晩を中心に涼しくなり、幼保・小中学校とも落ち着いて学習や活動に向かえる時期となり

ました。 

中学校の体育祭も以前は９月の１週目の土曜日を中心に実施されてきましたが、近年の熱

中症リスクや教職員の働き方等を考慮し、少しずつ日程が後ろ倒しとなり、本年度は本日実

施の網野中学校を皮切りに来週までに全ての中学校が実施予定となっています。 

また小学校５年、中学校１、２年の万博見学も、暑さの峠は越したものの今度は来場者数

の急増等もあって、予定より少し遅れて帰校するケースも出てきているとのことですが、お

おむね順調に実施されています。 

新しい情報端末にも子どもたちだけでなく、指導・支援する教員も早く慣れて、そうした

端末を効果的に活用した主体的な学びが一層深まり、実りのある年度の下半期となるよう、

教育委員会としても引き続き、学校園所の実態等を踏まえながら確実に支援をしていきたい

と考えているところです。 

さて、京丹後市では、庁舎機能の集約化を目的として、峰山庁舎２号館の増築工事を進め

てきましたが、その工事も一定終了し、今度は大宮庁舎についてもフリーアドレス化の工事

が進んでいるところです。教育委員会も９月中旬までに引越しの準備を終え、先週の月曜か

ら既に工事を終えている３階へ引越しました。 

固定席がなくなりフリーアドレスで職務を行う形態での執務がスタートして、まだ２週間

も経っておらず不慣れな部分もありますが、職員一同、課を超えた事務局全体での新たなコ

ミュニケーションや創造的な発想等が生まれるよう、新しい働き方に新鮮さを感じながら、

職務を行っているところです。そして約半年後には、フリーアドレス化の工事の終わった４
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階に再度引越しをすることとなっています。 

本日は、「京丹後クエスト～知識（クイズ）から探究（クエスト）へ。まちの学びをアッ

プデート～に係る後援について」を含む３議案の審議を予定しています。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

 

<松本明彦教育長> 

それでは、令和７年第１２回教育委員会（９月定例会）開催後の諸会議、行事等を中心

に、教育長報告をさせていただきます。動静表を御覧ください。 

９月１日には市長への表敬訪問ということで、丹後中学校の梅田さんが全国大会へ出場さ

れるということで、その激励会等を実施させていただきました。 

９月４日には９月定例議会が招集され、主に令和６年度の一般会計決算認定等についての

審議がスタートしております。 

１４日は丹後１００ｋｍウルトラマラソンの６０ｋｍのスタート式ということで、スター

ターとして参加をさせていただきました。昨年までのコロナ禍と違って、出場者も増えて活

気のあるスタートとなったところです。 

１７日からは９月定例議会の一般質問ということで、そこに、主に教育委員会に関わる質

問等を載せてありますので見ていただけたらと思います。 

体育館の空調等について、グローバル人材の事業について、さらには水泳の授業の在り

方、長寿命化と、多くの質問がこの議会でもございました。 

次に２１日日曜ですけれども、長岡小学校と長岡地区の合同運動会ということで、本年度

で閉校となります長岡小学校の運動会に、記念誌をつくる関係もあって様々な取組をされて

いるということで行かせていただきました。 

２２日は京丹後安全・安心まちづくり２０２５秋スタート式ということで、弥栄こども園

へ行かせていただいて、子どもたちの元気な声でのアピールを聞かせていただいたところで

す。 

２４日は校園長保育所長会議ということで、オンラインで実施をさせていただきました。 

先ほど言いましたように、新しい情報端末に早く慣れて、主体的な学びが進んでいくよ

う、そして子どもたちだけじゃなくて先生方も慣れて取組が進むようにということで、私の

ほうから指示をさせていただいたところです。 

２５日は、青少年健全育成会のあいさつ運動が大宮中学校を皮切りにスタートしておりま

す。 

同じく２５日には、京丹後市の新たな教育・人材育成の在り方に関する検討会でお世話に

なった委員の皆様方と、進捗についての報告会をオンラインで実施させていただき、温かい

御意見、さらには厳しい御意見もいただいたところです。 

あわせてその日は、夜の７時から市の都市拠点公共施設整備に係る状況報告会ということ

で、都市拠点の議案が否決されたことを受けて、その結果について３つの審議会、協議会等

の皆さんに御報告をさせていただき、御意見をいただいたところです。 
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そして、昨日３０日には、丹後震災記念館耐震化・利活用検討委員会ということで、いよ

いよ耐震診断等もさせていただきましたし、サウンディング調査もさせていただいておりま

すので、そうしたことも含めて検討会の中で検討をさせていただいたところです。 

９月の動静については以上ですが、御質問等がございましたらお願いします。 

 

 

<全委員> 

なし。 

 

 

<松本明彦教育長> 

本日の会議録署名委員の指名をいたします。 

関美幸委員を指名しますのでお願いいたします。 

 

それでは、お手元の会議次第に沿って議事を進めさせていただきます。 

 

 

<松本明彦教育長> 

初めに、議案第４６号「京丹後クエスト～知識（クイズ）から探究（クエスト）へ。まちの

学びをアップデート～に係る後援について」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いいたします。 

 

 

<川村教育次長> 

議案第４６号でございます。 

本事業は、地域事業者と学校関係者が「丹後学」の理念や事例を共有し、子どもたちによ

る主体的な学びを促す連携の場をつくるため、交流を通じて“地域と学校が共に育てる”関

係性を築くことを目的に実施するものです。 

内容は、丹後学について、京丹後市の小中学校の教職員の方々と市内の事業者の方々の意

見交換、交流です。 

開催日時は、１０月１９日日曜日、午後３時４５分から午後５時４２分までで、開催場所

は、島津ふれあいセンターです。対象は京丹後市で働く先生方で、参加料は無料です。 

主催は、一般社団法人京丹後青年会議所、申請者は、一般社団法人京丹後青年会議所 理

事長 巽真渉氏です。 

本事業が、広く市民福祉の向上又は市政の推進に寄与すると認められることから後援承認

するものです。 

よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 



4 

 

<松本明彦教育長> 

議案第４６号を説明させていただきました。 

御質問、御意見等がございましたらお願いします。 

 

 

<田村浩章委員> 

事業名を聞いて最初は子ども対象かなと思ったのですけれども、ちょっと面白い切り口で

と思っております。 

日曜日開催ということで、もう目の前なんですけれども、先生方への募集というかアプロ

ーチというのはもう既にされていてどんな状況なのかというところと、青年会議所の事業で

すのでほぼ自己資金だろうという想像はつくのですが、やはり後援申請というものは、予算

書をつけていただいて、どこからの支援があるとか、何に使うのかというところは、はっき

りとさせていただきたいと要望を申し上げます。２点お願いします。 

 

 

<松本明彦教育長> 

まず、募集の状況等について、総括指導主事。 

 

 

<久保有紀教育理事兼総括指導主事> 

ありがとうございます。 

先日の校長会で、このような取組をするということを私のほうから伝えさせていただきま

した。 

そのあと、青年会議所の方が、各校を回って校長に説明をして、そしてその学校でこのチ

ラシが教員に配られるという状況になっていますので、その説明を受けている学校とまだ受

けてない学校があるような状況で、まだ参加集約等はできていない状況です。 

 

 

<上羽正行理事兼学校教育課長> 

後段の御質問、こういった後援に当たってはということでございますけれども、従前から

入場料あるなしにかかわらずそういったお声をいただいておる中でございます。改善に努め

て参ります。今後の後援申請の折には、申請者に対してそういった予算書の提出を求めるよ

うに改善をしたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

 

 

<松本明彦教育長> 
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そのほか、御質問、御意見等がございますか。 

それではお諮りします。 

議案第４６号「京丹後クエスト～知識（クイズ）から探究（クエスト）へ。まちの学びをア

ップデート～に係る後援について」につきまして、承認に御異議ございませんか。 

 

 

<全委員> 

異議なし。 

 

 

<松本明彦教育長> 

異議なしと認め、承認いたします。 

 

 

<松本明彦教育長> 

次に、議案第４７号「峰山地区伝統芸能の総披露に係る後援について」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

 

 

<川村義輝教育次長> 

議案第４７号でございます。 

本事業は、峰山地区内の山屋台や神楽、太鼓、太刀振り、峰山おどりなどの伝統芸能が金

刀比羅神社大祭に奉納、町内巡行したのち一堂に集まり、市内外の方々に伝統芸能をお披露

目し継承することを目的に開催するものです。 

内容は、杉若神楽、峰山よさこい連、杉若太鼓、金刀比羅神社神輿、峰山子供おどりの巡行

となっております。 

開催日時は令和７年１０月１２日日曜日、午後２時から午後４時までで、開催場所は、京

丹後市役所峰山庁舎前駐車場、対象は一般市民や市外からの入込客としています。参加料は

無料です。 

主催は、峰山伝統芸能振興会、申請者は、峰山伝統芸能振興会 会長 巽昭氏です。 

本事業が、広く市民福祉の向上又は市政の推進に寄与すると認められることから後援承認

するものです。 

よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

<松本明彦教育長> 

議案第４７号を説明させていただきました。 

御質問、御意見等がございましたらお願いします。 
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<全委員> 

なし。 

 

 

<松本明彦教育長> 

それではお諮りします。 

議案第４７号「峰山地区伝統芸能の総披露に係る後援について」につきまして、承認に御

異議ございませんか。 

 

 

<全委員> 

異議なし。 

 

 

<松本明彦教育長> 

異議なしと認め、承認いたします。 

 

 

<松本明彦教育長> 

次に、議案第４８号「講演会「日本で稀な木造格納庫を未来へ」に係る後援について」を議

題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いいたします。 

 

 

<川村義輝教育次長> 

議案第４８号でございます。 

本事業は、峰山町新町に所在する峰山海軍飛行場の木造格納庫の価値や歴史、そして、そ

のもの自体を未来にどう継承していくかについて考え、また峰山海軍飛行場について普及啓

発することを目的に開催するものです。 

内容は、峰山海軍飛行場について普及啓発する機会として開催するものですが、木質構造

の専門家の方を招いて、木造格納庫の価値や歴史、そして未来にどう継承していくべきかに

ついて考えるための講演会となっております。 

開催日時は令和７年１１月１６日日曜日、午後２時から午後３時３０までで、開催場所は、

京丹後市大宮織物ホール、対象は一般市民で、参加料は無料です。 

主催は、海軍峰山飛行場の遺産の保存を求め活用する会、申請者は、海軍峰山飛行場の遺

産の保存を求め活用する会 会長 荒田保次氏です。 
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本事業が、広く市民福祉の向上又は市政の推進に寄与すると認められることから後援承認

するものです。 

よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

<松本明彦教育長> 

議案第４８号を説明させていただきました。 

御質問、御意見等がございましたらお願いします。 

 

 

<野木三司委員> 

場所の確認ですが、織物ホールで２００人集めての催し物というのは、最近聞きませんが、

大丈夫でしょうか。 

 

 

<村田雅之文化財保存活用課長> 

失礼します。大宮織物ホールでされるということと、それから御指摘の、大丈夫かなとい

うところです。 

パイプ椅子しかないということで、それをかき集めてやっと２００席を用意しようという

ことを聞いております。本来であれば、織物ホールは３、４００人ぐらい入る場所だそうで

すが、椅子の数が足りないということと、あとはその施設をあまり使っていなかったという

こともあって、そのあたりは会のほうで頑張ってやるということは聞いております。 

ほかの会場が押さえられなかったので、こちらということで聞いております。 

以上です。 

 

 

<野木三司委員> 

スケールのことではなくて、耐震とかそういった問題があって駄目とか、そういう施設で

はなかったですか。私の勘違いかも分かりませんが。 

 

 

<村田雅之文化財保存活用課長> 

ホール自体が使用禁止ということは確認はしておりませんので、通常に使えるということ

で伺っております。以上です。 

 

 

<松本明彦教育長> 

そのほか、御質問、御意見等ございませんか。 
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<田村浩章委員> 

この格納庫は非常に貴重なものだと伺っておりますので、目的と照らしても後援も私は全

く問題ないと思います。 

少し教えていただきたいのが、この建物の所有とか、管理、修繕みたいなもの、あとは何

か史跡の指定とかいうこと、この建物自体についてもう少し教えていただきたいんですけれ

ども。 

 

 

<村田雅之文化財保存活用課長> 

峰山町新町と大宮町河辺の間の農地に立っている格納庫で、太平洋戦争時には赤とんぼと

呼ばれる九三式中間練習機を収めていた施設です。 

本来４つか３つあったと聞いておりますが、現存しているのはここでは１個しかないとい

う状況です。 

現在は、戦後民間に払い下げをされまして、今は峰山町内の織物の商店である吉村商店さ

んが所有されております。 

特に遺構というものは確認しておりませんでして、今のところ市のほうで例えば指定文化

財などの扱いをさせていただいているわけでもございません。 

以上です。 

 

 

<松本明彦教育長> 

そのほか何か、御質問、御意見等がございましたらお願いします。 

それではお諮りします。 

議案第４８号「講演会「日本で稀な木造格納庫を未来へ」に係る後援について」につきま

して、承認に御異議ございませんか。 

 

 

<全委員> 

異議なし。 

 

 

<松本明彦教育長> 

異議なしと認め、承認いたします。 

 

 

<松本明彦教育長> 
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次に、議案第４９号及び報告第１６号については、取り下げし、欠番とします。 

次に、会議の非公開についてお諮りします。 

報告第１７号及び報告第１８号は京丹後市教育委員会会議規則第１６条第１項第２号の規

定により、非公開としてよろしいでしょうか。 

 

 

<全委員> 

異議なし。 

 

 

<松本明彦教育長> 

異議なしということで全員の賛同を得ましたので、報告第１７号及び報告第１８号につい

ては非公開といたします。 

これより会議を非公開とします。 
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（非公開部分省略 報告第１７号及び報告第１８号について報告） 

 

 

<松本明彦教育長> 

これより会議を公開といたします。 

 

 

<松本明彦教育長> 

以上で本日の議事は全て終了させていただきました。 

続いて、４のその他ということで、諸報告、各課報告を順次いたします。 

 

 

<川村義輝教育次長> 

最初に、諸報告①「共催」「後援」に係る９月期承認について、別紙の京丹後市教育委員

会「共催・後援」申請に係る承認報告書を御覧ください。 

御覧のとおり今回は共催案件が３件、後援案件６件となっています。以上です。 

 

 

<上羽正行理事兼学校教育課長> 

それでは、学校教育課から１０月の学校行事の予定について御説明申し上げます。 

１０月に入りましてスポーツの秋ということで、各校においては体育祭、駅伝競走大会、

また丹ブロのイベント等が準備をされているところでございます。 

万博の社会科見学、また修学旅行におきましても、１０月９日のしんざん小学校が最終に

なりまして、これで全ての小中学校において万博への参加が叶うという予定になっておりま

す。 

まず、１０月４日です。久美浜中学校で体育祭が開催になります。また、English Day＆

Campのほうが、１０月４日、５日もかけて予定をしてございます。 

それから、週が飛びますけれども１０月１５日には、市内の小学校の駅伝競走大会が開催

されるということになっております。 

その週末、１８、１９の日には、丹後ブロック駅伝が開催となっております。 

その翌週でございますけれども、島津小学校が２３、２４日と修学旅行に出発をされるこ

とになっておりまして、続く土日の２５、２６日には、丹後ブロックの秋季新人大会が開催

となっております。同じく２５日には山陰海岸ジオパークの駅伝競走大会も予定されている

ところであります。 
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少しさかのぼりますが、１０月１９日には先ほど後援承認いただきました、京丹後クエス

トが開催の予定となっております。 

以上でございます。 

 

 

<松本優生涯学習課長> 

続きまして、生涯学習課が所管しております１０月の行事予定について御紹介をさせてい

ただきます。 

まず１０月２日、青少年健全育成会主催のあいさつ運動を実施させていただきます。２日

につきましては久美浜中学校と丹後緑風高校網野学舎において実施をさせていただきます。 

１０月４、５日は第２０回ほくとしんきん杯両丹軟式野球選手権大会が京丹後夢球場を主

会場にして開催されます。 

１０月５日の日曜日、第３９回丹後中央ライオンズクラブ小学生バレーボール大会が、大

宮社会体育館で開催されます。 

１０月の８日水曜日ですが、令和７年度安全運転継続教室ということで、高齢者を対象に

した、安全運転教室が開催をされます。これは京丹後市市民課と丹後地域公民館の共催とい

うことで、丹後地域公民館を会場にして開催されます。 

続く１０月１４日、これもあいさつ運動ですが、丹後中学校において開催されます。 

１０月１８日土曜日、みねやま秋の文化祭ということで、文化協会主催で峰山地域公民館

を会場に開催されます。 

同日１８日、令和７年度ジュニアカヌースプリント秋季大会ということで、京丹後市教育

委員会主催で久美浜湾カヌー競技場で開催されます。 

続く１９日日曜日、みんなで登ろう！「依遅ヶ尾登山」ということで、丹後地域公民館と

豊栄まちづくり協議会の主催で、依遅ヶ尾山で開催されます。 

同日１９日、めざせＤＩＹ「大人の木工教室」ということで、これは網野地域公民館主催

で開催されます。同日になりますが、みねやま秋の文化祭ということで、文化協会主催で開

催されます。 

続く２３日の木曜日、これも青少年健全育成会議主催のあいさつ運動です。丹後緑風高校

久美浜学舎において開催されます。 

続く、２３日木曜日です。弥栄中学校におきまして「赤ちゃんとふれあい事業」が、京丹

後市教育委員会主催で開催されますし、２４日金曜日には聴覚障害者の交流研修会が教育委

員会主催で、アグリセンター大宮で開催されます。 

続く２５日土曜日、Music Fusion in Kyoto音楽祭ということで、これは TANGO OPEN 

CENTERを会場にして、実行委員会主催で開催をされます。 

続く２８日火曜日、これもあいさつ運動ですが、清新高校を会場に開催をさせていただき

ます。 

最後ですが２９日日曜日、久美浜町文化祭合同公演ということで、文化協会の主催で海部

体育館で開催されます。 
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そのほか御覧のような行事イベントが開催予定となっております。 

以上でございます。 

 

 

<松本明彦教育長> 

では、全体を通して何か御質問等がございましたらお願いします。 

ないようでしたら、以上で第１３回京丹後市教育委員会定例会を閉会いたします。 

御苦労さまでございました。 

 

 

<閉会 午前１０時００分> 

 

〔 １１月定例会 令和７年１１月４日（火） 午前９時３０分から 〕 


